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論
考

孫
呉
の
国
際
秩
序
と
亶
州

渡

邉

義

浩

は
じ
め
に

陳
寿
の
『
三
国
志
』
は
、
魏
書
に
の
み
本
紀
を
設
け
る
こ
と
で
、
三
国
時
代

の
天
下
が
曹
魏
の
天
子
に
よ
っ
て
専
有
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
。
こ
の
た
め
、
中
華
の
天
子
が
華
夷
思
想
に
基
づ
き
構
築
す
る
国
際
秩
序
も

（
一
）

ま
た
、
曹
魏
の
天
子
に
よ
っ
て
の
み
維
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
描
い
た
。
し
か

し
、
現
実
に
存
在
す
る
孫
呉
な
ら
び
に
蜀
漢
の
国
際
秩
序
に
妨
げ
ら
れ
、
曹
魏

の
国
際
秩
序
が
南
蛮
に
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
司
馬
懿
の
政
敵
で
あ

る
曹
爽
の
父
曹
真
の
も
と
行
わ
れ
た
大
月
氏
国
の
朝
貢
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た

西
戎
と
の
国
際
秩
序
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

（
二
）

夷
狄
伝
は
魏
書
の
巻
末
に
あ
た
る
『
三
国
志
』
巻
三
十
に
烏
丸
・
鮮
卑
・
東
夷

伝
の
み
が
設
け
ら
れ
、
北
狄
と
東
夷
へ
の
国
際
秩
序
が
明
記
さ
れ
る
に
止
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

（
三
）

陳
寿
に
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
蜀
漢
・
孫
呉
も
皇
帝
が
中
華
の
天

子
と
し
て
即
位
し
て
い
る
以
上
、
華
夷
思
想
に
基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
国
際
秩
序

を
有
し
て
い
た
。
黄
龍
元
（
二
二
九
）
年
四
月
、
武
昌
で
即
位
し
た
孫
権
は
、

黄
龍
元
（
二
二
九
）
年
六
月
に
来
朝
し
た
蜀
漢
の
使
者
陳
震
と
豫
・
青
・
徐
・

幽
の
四
州
と
司
隸
東
部
を
孫
呉
領
と
す
る
盟
約
を
結
び
、
天
下
を
分
割
す
る
。

（
四
）

孫
権
は
、
「
天
下
二
分
」
の
天
下
観
を
背
景
に
、
す
で
に
黄
龍
元
（
二
二
九
）
年

五
月
、
校
尉
の
張
剛
・
管
篤
を
遼
東
に
派
遣
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
黄
龍
元

（
二
二
九
）
年
秋
に
は
、
交
州
刺
史
の
呂
岱
に
命
じ
て
使
者
を
扶
南
に
派
遣
し
、

扶
南
・
林
邑
・
堂
明
を
来
貢
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
黄
龍
二
（
二
三
〇
）
年
春
に

は
、
将
軍
の
衛
温
・
諸
葛
直
に
亶
州
を
探
索
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
孫
権
の
異
民
族
政
策
の
分
析
に
よ
り
、
陳
寿
に
隠
蔽
さ

れ
た
孫
呉
の
国
際
秩
序
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
亶
州
を
邪
馬
台
国
と
は

異
な
る
倭
に
比
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
山
越
と
武
陵
蛮

孫
呉
に
関
す
る
民
族
の
問
題
で
は
、
山
越
に
つ
い
て
の
研
究
が
最
も
蓄
積
さ

れ
て
い
る
。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
中
国
で
は
、
呂
思
勉
の
見
解
を
継
承
し
て
、

（
五
）

山
越
を
漢
族
と
捉
え
る
研
究
が
多
い
。
た
と
え
ば
唐
長
孺
は
、
山
越
は
山
間
部

（
六
）

に
居
住
し
て
い
た
越
族
の
後
裔
だ
け
で
は
な
く
、
賦
役
を
忌
避
し
て
逃
亡
し
た

漢
族
を
も
含
ん
で
お
り
、
前
者
に
し
て
も
す
で
に
民
族
と
し
て
の
個
性
を
喪
失

し
て
い
て
、
漢
族
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
た
、
と
山
越
と
漢
族
の
同

化
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
川
勝
義
雄
は
、
山
越
を
「
イ
ン
デ
ィ
ア

（
七
）

ン
」
や
「
蝦
夷
」
に
匹
敵
す
る
程
度
に
未
開
な
少
数
民
族
の
越
族
で
あ
る
と
し
、

孫
呉
を
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
に
成
立
し
た
開
発
領
主
体
制
に
基
づ
く
政
権
と
す
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る
自
ら
の
論
拠
の
一
つ
に
し
て
い
る
。

（
八
）

川
本
芳
昭
は
、
漢
族
か
越
族
か
と
い
う
二
元
論
的
理
解
の
非
生
産
性
を
指
摘

し
た
う
え
で
、
山
越
を
山
間
部
に
居
住
し
て
い
た
に
せ
よ
、
「
一
般
平
民
」
と
誤

ら
れ
る
程
度
ま
で
漢
族
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
た
「
相
当
漢
化
」
が
進

ん
だ
蛮
族
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
論
拠
の
一
つ
が
諸
葛
恪
の
山
越
討
伐
の
記
録

（
九
）

で
あ
る
。

（
諸
葛
）
恪

以
へ
ら
く
、
「
丹
陽

山
は
険
し
く
、
民
は
果
勁
な
る
も
の
多

し
。
前
に
兵
を
発
す
と
雖
も
、
徒
ら
に
外
県
の
平
民
を
得
る
の
み
。
其
の

余
は
深
遠
に
し
て
、
能
く
禽
尽
す
る
こ
と
莫
し
。
屡
掩
自
ら
官
の
為
に
之

を
出
さ
ん
と
求
め
乞
ふ
。
三
年
に
し
て
甲
士
四
万
を
得
可
し
」
と
。
衆
議

咸

以
へ
ら
く
、
「
丹
陽
の
地
勢

険
阻
に
し
て
、
呉
郡
・
会
稽
・
新
都
・
鄱

陽
の
四
郡
と
鄰
接
し
、
周
旋
数
千
里
な
り
。
山
谷

万
重
に
し
て
、
其
の
幽

邃
の
民
人
、
未
だ
嘗
て
城
邑
に
入
ら
ず
。
…
…
山

銅
鉄
を
出
し
、
自
ら
甲

兵
を
鋳
る
。
俗

武
を
好
み
戦
を
習
ひ
、
気
力
を
高
尚
す
。
其
の
山
に
升
り

険
に
赴
き
、
叢
棘
に
抵
突
す
る
に
、
魚
の
淵
を
走
り
、
猨
狖
の
木
に
騰
る

が
若
き
な
り
。
…
…
」
と
。
（
孫
）
権

恪
を
撫
越
将
軍
・
領
丹
陽
太
守
に

拝
す
。
…
…
是
に
於
て
老
幼

相

攜
へ
て
出
づ
。
歳
期
に
し
て
、
人
数

皆

本
規
の
如
し
。
恪

自
ら
万
人
を
領
し
、
余
は
諸
将
に
分
給
す
。
権

其
の

功
を
嘉
し
、
尚
書
僕
射
の
薛
綜
を
遣
は
し
、
軍
を
労
は
し
む
。
綜

先
に
恪

ら
に
移
し
て
曰
く
、
「
山
越

阻
を
恃
み
、
賓
は
ざ
る
こ
と
世
を
歴
る
。
…

…
既
に
兇
慝
を
埽
ひ
、
又

軍
用
に
充
つ
。
藜
蓧
稂
莠
は
、
化
し
て
善
草
と

為
り
、
魑
魅
魍
魎
は
、
更
め
て
虎
士
と
成
れ
り
。
…
…
」
と
。

（
一
〇
）

山
越
は
「
自
ら
甲
兵
」
を
制
作
す
る
ほ
ど
の
文
化
を
持
ち
、
降
服
後
は
「
虎

士
」
と
な
る
ほ
ど
、
漢
化
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
兵
力
は
、
「
江
東
六
郡
・
山

越
の
人
を
用
ひ
、
以
て
中
国
百
万
の
衆
に
当
た
る
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
山
越
は
、
い
ま
だ
人
口
の
少
な
か
っ
た
長
江
流
域
に
政
権
を
樹
立
し
た
孫

（
一
一
）

呉
に
と
っ
て
、
同
化
・
吸
収
す
べ
き
有
力
な
対
象
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
三
国
の
対
立
・
抗
争
の
接
点
と
い
う
べ
き
荊
州
に
は
、
武
陵
蛮
が
居

住
し
て
い
た
。
谷
口
房
男
に
よ
れ
ば
、
蜀
漢
と
曹
魏
が
武
陵
蛮
に
懐
柔
策
を
取

（
一
二
）

っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
孫
呉
は
時
に
懐
柔
策
を
と
っ
て
内
服
さ
せ
、
一
方
で
は

武
力
に
よ
る
討
伐
策
を
用
い
て
対
処
し
た
と
い
う
。

山
越
と
武
陵
蛮
は
、
い
ず
れ
も
孫
呉
に
と
っ
て
は
国
内
問
題
で
あ
り
、
本
稿

の
関
心
で
あ
る
国
際
秩
序
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
考
え
る
べ
き
問
題
で
は
な

い
。
た
だ
し
、
服
従
し
な
い
民
族
に
対
し
て
、
後
漢
の
異
民
族
政
策
を
継
承
し

て
懐
柔
策
を
取
る
蜀
漢
と
異
な
り
、
積
極
的
な
討
伐
を
行
い
、
自
ら
の
支
配
に

組
み
込
む
政
策
を
取
っ
て
い
る
こ
と
は
、
孫
呉
の
民
族
政
策
の
特
徴
と
し
て
指

摘
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

（
一
三
）

二
、
士
燮
と
扶
南

孫
呉
が
勢
力
基
盤
を
持
つ
揚
州
と
荊
州
の
南
に
あ
る
交
州
で
は
、
後
漢
末
以

来
、
士
燮
が
覇
権
を
樹
立
し
て
い
た
。
士
燮
は
、
王
莽
の
と
き
に
交
州
に
移
住

し
た
先
祖
を
持
ち
、
父
の
士
賜
は
桓
帝
期
に
日
南
（
ユ
エ
）
太
守
と
な
っ
た
。

劉
陶
よ
り
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
受
け
た
士
燮
は
、
や
が
て
交
阯
（
ハ
ノ
イ
）
太

守
と
な
る
。
建
安
元
（
一
九
六
）
年
、
異
民
族
の
反
乱
に
よ
り
交
州
刺
史
の
朱

符
が
殺
害
さ
れ
る
と
、
弟
の
士
壱
を
合
浦
太
守
・
士
䵋
を
九
真
太
守
・
士
武
を

南
海
太
守
と
す
る
こ
と
を
上
奏
し
、
交
州
を
事
実
上
、
支
配
し
た
。
後
漢
が
選

任
し
た
後
任
の
交
州
刺
史
で
あ
る
張
津
が
部
下
に
殺
さ
れ
る
と
、
劉
表
は
交
州

刺
史
と
し
て
頼
恭
を
、
蒼
梧
太
守
と
し
て
呉
巨
を
派
遣
し
て
交
州
に
影
響
力
を

行
使
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
曹
操
が
掌
握
す
る
後
漢
は
、
劉
表
の

（
一
四
）

交
州
支
配
を
妨
げ
る
た
め
、
士
燮
を
優
遇
す
る
。

漢

張
津

死
せ
り
と
聞
き
、
燮
に
璽
書
を
賜
は
り
て
曰
く
、
「
交
州

絶
域
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た
り
て
、
南
の
か
た
江
海
に
帯
し
、
上
は
恩

宣

ら
ず
、
下
は
義

壅
隔
す
。

ゆ
き
わ
た

逆
賊
の
劉
表

又

賴
恭
を
遣
は
し
南
土
を
闚
看
す
る
を
知
る
。
今

燮
を
以

て
綏
南
中
郎
将
と
為
し
、
七
郡
を
董
督
せ
し
め
、
交
阯
太
守
を
領
す
る
こ

と
故
の
如
く
す
」
と
。

（
一
五
）

こ
う
し
て
士
燮
は
、
綏
南
中
郎
将
・
領
交
阯
太
守
と
し
て
、
交
州
の
「
七
郡

を
董
督
」
す
る
権
限
を
後
漢
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
の
ち
士
燮
は
、
京
師
に
貢

納
を
欠
か
さ
ず
、
安
遠
将
軍
に
拝
命
さ
れ
て
、
そ
の
交
州
支
配
を
安
定
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

（
一
六
）

建
安
十
五
（
二
一
〇
）
年
、
孫
権
は
歩
騭
を
交
州
刺
史
と
し
て
派
遣
す
る
と
、

交
州
の
支
配
を
目
指
し
、
反
抗
す
る
蒼
梧
太
守
の
呉
巨
を
斬
っ
た
。
士
燮
は
、

兄
弟
と
も
ど
も
臣
従
し
、
建
安
末
年
に
は
子
息
の
士
廞
を
質
に
差
し
出
し
、
廞

は
武
昌
太
守
に
任
命
さ
れ
る
。
劉
備
と
孫
権
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
と
、
交
州

道
を
経
由
し
て
雍
闓
ら
を
蜀
漢
に
背
か
せ
、
士
燮
自
ら
は
衛
将
軍
に
栄
転
、
そ

の
の
ち
も
孫
権
に
貢
納
を
続
け
た
。

（
一
七
）

士
燮
は
、
孫
権
よ
り
衛
将
軍
に
任
命
さ
れ
て
は
い
る
が
、
後
漢
が
存
続
し
て

い
る
限
り
、
安
遠
将
軍
・
領
交
阯
太
守
に
加
え
「
董
督
七
郡
」
と
い
う
権
限
を

持
つ
。
士
燮
の
実
効
支
配
を
打
倒
し
な
い
限
り
、
孫
権
が
直
接
交
州
を
統
治
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

黄
武
五
（
二
二
六
）
年
、
交
州
刺
史
の
呂
岱
は
、
士
燮
の
死
去
に
乗
じ
て
、

海
南
の
三
郡
を
分
割
し
て
交
州
刺
史
に
戴
良
を
据
え
、
自
ら
は
海
東
四
郡
に
新

た
に
設
置
し
た
広
州
の
刺
史
と
な
っ
て
、
直
接
的
な
郡
県
支
配
を
目
指
し
た
。

士
燮
の
子
で
あ
る
士
徽
は
、
自
ら
交
阯
太
守
と
な
り
、
こ
れ
に
抵
抗
す
る
。

或
ひ
と
（
呂
）
岱
に
謂
ひ
て
曰
く
、
「
（
士
）
徽

累
世
の
恩
に
藉
り
、
一
州

よ

の
附
す
る
所
為
り
て
、
未
だ

易

り
軽
ぜ
ざ
る
な
り
」
と
。
岱
曰
く
、
「
今

あ
な
ど

徽

逆
計
を
懐
く
と
雖
も
、
未
だ
吾
の
卒
か
に
至
る
に
虞
へ
ず
。
若
し
我

に
は

そ
な

軍
を
潜
め
軽
挙
し
て
、
其
の
備
へ
無
き
を
掩
は
ば
、
之
を
破
る
は
必
せ
り
。

お
そ

稽
留
し
て
速
か
ら
ざ
れ
ば
、
生
心
を
得
し
め
、
城
を
嬰
り
て
固
守
し
、
七

め
ぐ

郡
の
百
蛮
、
雲
合
響
応
し
、
智
有
る
者
と
雖
も
、
誰
か
能
く
之
を
図
ら

ん
」
と
。
遂
に
行
き
、
合
浦
を
過
り
、
（
戴
）
良
と
与
に
倶
に
進
む
。
徽

岱
の
至
る
を
聞
き
、
果
た
し
て
大
い
に
震
怖
し
、
出
づ
る
所
を
知
ら
ず
、

即
ち
兄
弟
六
人
を
率
ゐ
、
肉
袒
し
て
岱
を
迎
ふ
。
岱

皆

斬
り
て
其
の
首

を
送
る
。

（
一
八
）

呂
岱
も
「
七
郡
の
百
蛮
、
雲
合
響
応
」
す
る
こ
と
を
畏
れ
た
よ
う
に
、
士
氏

の
交
州
へ
の
影
響
力
は
絶
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
呂
岱
は
士
徽
以

下
、
兄
弟
六
人
を
皆
殺
し
に
し
て
、
「
七
郡
の
百
蛮
」
に
そ
の
威
を
示
す
。
こ
う

し
て
孫
呉
は
、
広
州
を
交
州
に
再
編
し
、
交
州
全
域
の
支
配
を
確
立
し
た
の
で

あ
る
。

呂
岱
は
、
こ
の
の
ち
使
者
を
南
方
の
諸
国
に
派
遣
し
て
朝
貢
を
求
め
る
。

（
呂
）
岱

既
に
交
州
を
定
め
、
復
た
進
み
て
九
真
を
討
ち
、
斬
獲
す
る
も

の
万
を
以
て
数
ふ
。
又

従
事
を
遣
は
し
て
、
南
を
宣
し
国
を
化
し
、
徼
外

に
曁
ば
し
む
。
扶
南
・
林
邑
・
堂
明
の
諸
王
、
各
掩
使
を
遣
は
し
て
奉
貢

す
。
権

其
の
功
を
嘉
し
、
進
み
て
鎮
南
将
軍
を
拝
す
。

（
一
九
）

呂
岱
が
使
者
を
派
遣
し
た
の
は
、
孫
権
が
皇
帝
に
即
位
し
た
黄
龍
元
（
二
二

九
）
年
の
秋
で
あ
っ
た
。
皇
帝
が
天
下
の
支
配
者
と
し
て
天
子
で
あ
る
以
上
、

天
子
の
徳
を
慕
っ
て
朝
貢
す
る
夷
狄
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扶
南

（
カ
ン
ボ
ジ
ア
）
・
林
邑
（
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
）
・
堂
明
（
ラ
オ
人
の
国
家
）
の
諸

国
は
、
孫
呉
の
国
際
秩
序
の
中
で
、
朝
貢
を
行
う
南
蛮
諸
国
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
孫
呉
が
派
遣
し
た
使
者
で
あ
る
朱
応
と
康
泰
は
、
そ
れ
ぞ
れ

『
扶
南
異
物
志
』
『
扶
南
土
俗
』
を
著
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
を
分
析
し
た

（
二
〇
）

杉
本
直
治
郎
に
よ
れ
ば
、
大
月
氏
国
の
ヴ
ァ
ー
ス
デ
ー
ヴ
ァ
王
（
カ
ニ
シ
カ
王

（
二
一
）

の
孫
）
の
使
者
に
、
朱
応
と
康
泰
ら
は
接
触
し
て
い
る
と
い
う
。
大
月
氏
国
の



- 40 -

孫呉の国際秩序と亶州

ヴ
ァ
ー
ス
デ
ー
ヴ
ァ
王
（
波
調
王
）
は
、
明
帝
に
よ
り
太
和
三
（
二
二
九
）
年

十
二
月
、
「
親
魏
大
月
氏
王
」
に
封
建
さ
れ
て
い
る
。
扶
南
と
曹
魏
に
ほ
ぼ
同
時

に
大
月
氏
国
が
使
者
を
派
遣
し
た
理
由
は
、
サ
サ
ン
朝
（
二
二
六
年
～
）
の
勃

興
を
背
景
と
す
る
。
孫
呉
は
、
交
州
道
経
由
で
蜀
漢
背
後
の
南
蛮
と
連
携
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
海
の
道
経
由
で
西
戎
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
三
国
志
』
で
は
、
ほ
ぼ
言
及
し
な
い
が
、
孫
呉
は
孫
権
の
と
き
よ
り
仏
教

（
二
二
）

が
盛
ん
で
あ
っ
た
。

（
二
三
）

支
謙
、
字
は
恭
明
、
一
名
は
越
、
大
月
支
の
人
な
り
。
祖
父
の
法
度
、
漢

の
霊
帝
の
世
を
以
て
、
国
人

数
百
を
率
ゐ
帰
化
し
、
率
善
中
郎
将
を
拝
す
。

…
…
後

呉
主
の
孫
権
、
其
の
博
学
に
し
て
才
慧
有
る
を
聞
き
、
即
ち
之
を

召
見
し
、
因
り
て
経
中
の
深
隠
の
義
を
問
ふ
。
機
に
応
じ
難
を
釈
き
、
疑

析
せ
ざ
る
は
無
し
。
権

大
い
に
悦
び
、
拝
し
て
博
士
と
爲
し
、
東
宮
を
輔

導
せ
し
め
、
甚
だ
寵
秩
を
加
ふ
。

（
二
四
）

孫
呉
仏
教
の
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
支
謙
は
、
「
大
月
支
の
人
」
（
大
月
氏
国

出
身
者
）
で
あ
っ
た
。
朱
応
と
康
泰
が
使
者
と
接
触
し
た
大
月
氏
国
の
存
在
を

孫
権
は
知
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
、
「
天
下
二
分
」
の
国
際
秩
序
に

お
い
て
、
蜀
漢
を
飛
び
越
え
て
大
月
氏
国
に
朝
貢
を
求
め
る
こ
と
は
、
盟
約
に

反
す
る
行
為
と
な
る
。

支
謙
の
後
、
建
初
寺
を
建
立
し
て
孫
呉
仏
教
の
基
本
を
定
め
た
康
僧
会
が
、

交
阯
郡
か
ら
呉
に
入
っ
て
い
る
よ
う
に
、
南
方
へ
の
支
配
は
仏
教
文
化
の
流
入

（
二
五
）

と
結
び
つ
く
。
孫
呉
は
、
扶
南
・
林
邑
・
堂
明
を
朝
貢
を
行
う
南
蛮
に
位
置
づ

（
二
六
）

け
る
こ
と
で
、
独
自
の
国
際
秩
序
を
樹
立
す
る
共
に
、
仏
教
文
化
を
受
容
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

三
、
公
孫
氏
と
高
句
麗

孫
権
は
、
交
州
の
支
配
を
確
立
し
、
即
位
と
と
も
に
扶
南
・
林
邑
・
堂
明
を

朝
貢
さ
せ
る
な
ど
、
南
蛮
を
孫
呉
の
国
際
秩
序
に
組
み
込
む
一
方
で
、
遼
東
・

朝
鮮
半
島
へ
も
海
上
を
経
由
し
て
勢
力
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
係
わ

り
を
持
っ
た
も
の
が
、
遼
東
半
島
を
支
配
し
な
が
ら
、
曹
魏
と
対
峙
し
て
い
た

公
孫
氏
政
権
で
あ
る
。
孫
呉
は
、
公
孫
氏
と
海
上
を
通
じ
て
連
絡
を
取
る
こ
と

に
よ
り
、
曹
魏
を
背
後
か
ら
牽
制
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
国
際
秩
序
の
拡
大

を
目
指
し
て
い
く
。

公
孫
氏
の
遼
東
半
島
の
支
配
、
な
ら
び
に
朝
鮮
半
島
へ
の
進
出
は
、
後
漢
末

の
公
孫
康
よ
り
始
ま
る
。

桓
・
霊
の
末
、
韓
・
濊

彊
盛
に
し
て
、
郡
県

制
す
る
能
は
ず
。
民

多
く

韓
国
に
流
入
す
。
建
安
中
、
公
孫
康

屯
有
県
以
南
の
荒
地
を
分
か
ち
て
帯

方
郡
と
為
し
、
公
孫
模
・
張
敞
ら
を
遣
は
し
て
、
遺
民
を
収
集
せ
し
め
、

兵
を
興
し
て
韓
・
濊
を
伐
つ
。
旧
民

稍
く
出
で
、
是
の
後
、
倭
・
韓

遂

に
帯
方
に
属
す
。

（
二
七
）

公
孫
康
は
、
朝
鮮
半
島
の
楽
浪
郡
の
南
に
帯
方
郡
を
置
く
と
、
韓
・
濊
の
地

域
を
平
定
す
る
。
そ
の
結
果
、
「
倭
・
韓

遂
に
帯
方
に
属
す
」
と
、
韓
だ
け
で

は
な
く
「
倭
」
も
ま
た
帯
方
郡
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
瀬
戸
内
海
東
部
か

ら
畿
内
に
か
け
て
、
漢
鏡
七
期
第
二
段
階
（
二
世
紀
後
半
か
ら
三
世
紀
初
に
製

作
）
の
画
文
帯
神
獣
鏡
が
出
土
し
て
い
る
が
、
岡
村
秀
典
は
、
こ
れ
ら
を
公
孫

氏
よ
り
賜
与
さ
れ
た
鏡
と
す
る
。
倭
も
公
孫
氏
の
統
属
下
に
置
か
れ
、
そ
の
国

（
二
八
）

際
秩
序
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
公
孫
康
は
、
遼
東
・
玄
菟
・
楽
浪
・
帯
方
の
四
郡
の
支
配
に
加
え
、

山
東
半
島
の
東
萊
に
も
営
州
刺
史
を
置
き
、
東
方
で
は
高
句
麗
・
夫
余
に
も
勢

力
を
及
ぼ
し
、
西
方
で
は
烏
桓
に
も
影
響
を
与
え
る
な
ど
、
大
き
な
力
を
振
る
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っ
た
。
太
和
二
（
二
二
八
）
年
、
公
孫
康
が
没
す
る
と
、
次
子
で
あ
る
公
孫
淵

（
二
九
）

が
、
叔
父
の
恭
を
排
除
し
て
政
権
を
確
立
す
る
。

黄
龍
元
（
二
二
九
）
年
五
月
、
孫
権
は
皇
帝
位
に
即
く
と
、
校
尉
の
張
剛
・

管
篤
を
遼
東
に
派
遣
し
て
公
孫
淵
に
即
位
を
告
げ
た
（
『
三
国
志
』
巻
四
十
七

呉
主
伝
）
。
こ
の
と
き
公
孫
淵
が
何
ら
か
の
対
応
を
示
し
た
と
は
史
書
に
記
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
孫
権
は
、
嘉
禾
元
（
二
三
二
）
年
三
月
、
馬
の
購
入

を
名
目
に
、
将
軍
の
周
賀
・
校
尉
の
裴
潜
を
公
孫
氏
と
連
携
す
る
た
め
遼
東
に

派
遣
し
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
孫
権
は
、
亶
洲
の
探
索
に
失
敗
し
た
衛
温
・

諸
葛
直
を
黄
龍
三
（
二
三
一
）
年
に
処
刑
し
て
お
り
、
倭
を
統
属
下
に
置
く
な

ど
東
方
海
域
の
情
報
を
持
つ
公
孫
氏
と
の
連
携
を
必
要
と
し
て
い
た
。
公
孫
淵

は
、
校
尉
の
宿
舒
・
閬
中
令
の
孫
綜
を
周
賀
・
裴
潜
の
帰
国
に
従
わ
せ
、
孫
呉

の
臣
下
と
な
る
こ
と
を
申
し
入
れ
た
。
曹
魏
は
、
将
軍
の
田
豫
に
山
東
半
島
突

端
の
成
山
で
待
ち
伏
せ
さ
せ
、
周
賀
を
殺
害
す
る
。
し
か
し
、
宿
舒
・
孫
綜
は

攻
撃
を
逃
れ
、
公
孫
淵
の
上
奏
文
を
孫
権
に
奉
じ
、
毛
皮
・
馬
を
謙
譲
し
て
藩

国
と
な
る
こ
と
を
告
げ
た
。

孫
権
は
喜
び
、
嘉
禾
二
（
二
三
三
）
年
、
公
孫
淵
を
燕
王
に
封
建
す
る
た
め
、

張
昭
ら
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
張
弥
・
許
晏
を
派
遣
す
る
。
か
れ
ら
が
持
参

し
た
詔
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

故
の
魏
の
使
持
節
・
車
騎
将
軍
・
遼
東
太
守
・
平
楽
侯
よ
。
…
…
昔

竇
融

隴
右
に
背
棄
し
、
卒
に
河
西
を
占
む
る
と
雖
も
、
以
て
光
武
を
定
ら
し
む
。

な

休
名
美
実
、
豈
に
復
た
是
に
過
る
か
。
雅
尚
を
欽
嘉
し
、
朕

実
に
之
を
欣

ぶ
。
…
…
今

幽
・
青
二
州
十
七
郡
百
七
十
県
を
以
て
、
君
を
封
じ
て
燕
王

と
為
す
。
…
…
方
に
戎
事
有
り
て
、
兵
馬
を
典
統
せ
ば
、
大
将
軍
の
曲
蓋

麾
幢
を
以
て
せ
よ
。
督
幽
州
・
青
州
牧
、
遼
東
太
守
な
る
は
故
の
如
く
せ

よ
。
今

君
に
九
錫
を
加
へ
ん
。
其
れ
敬
み
て
後
命
を
聴
け
。
…
…
。

（
三
〇
）

孫
権
は
、
公
孫
淵
を
後
漢
の
功
臣
で
あ
る
竇
融
に
準
え
、
燕
王
に
封
建
し
て

九
錫
を
加
え
た
。
こ
れ
は
、
孫
権
が
曹
魏
の
文
帝
に
臣
従
し
た
際
に
与
え
ら
れ

た
呉
王
・
九
錫
と
同
様
、
内
臣
と
し
て
最
高
の
待
遇
で
あ
る
。
「
幽
・
青
二
州
十

七
郡
百
七
十
県
」
は
、
蜀
漢
と
の
天
下
分
割
で
孫
呉
領
と
さ
れ
た
地
域
に
含
ま

れ
る
の
で
、
「
天
下
二
分
」
の
国
際
秩
序
に
基
づ
き
、
内
臣
と
し
て
公
孫
淵
を
臣

従
さ
せ
る
詔
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
曹
魏
に
圧
力
を
か
け
ら
れ
て
い
た
公
孫
淵
は
裏
切
り
、
孫
呉
の
使

者
を
殺
害
し
て
、
そ
の
首
を
曹
魏
に
送
っ
た
。
曹
魏
が
諸
葛
亮
の
北
伐
と
対
峙

中
で
あ
り
、
遼
東
へ
兵
力
を
回
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
た
め
、
曹
魏

の
懐
柔
策
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
予
想
通
り
、
曹
魏
の
明
帝
は
、
公
孫
淵
を

大
司
馬
・
楽
浪
公
に
封
建
し
て
招
撫
し
、
諸
葛
亮
と
の
対
決
に
全
力
を
注
ぐ
。

と
こ
ろ
が
、
建
興
十
二
（
二
三
四
）
年
八
月
、
諸
葛
亮
は
五
丈
原
に
陣
没
す

る
。
主
力
軍
を
率
い
て
、
蜀
漢
を
防
い
で
い
た
司
馬
懿
は
、
洛
陽
に
帰
還
し
た
。

こ
う
し
て
諸
葛
亮
の
脅
威
か
ら
解
放
さ
れ
た
曹
魏
は
、
遼
東
の
問
題
に
向
き
合

う
余
裕
を
得
た
。
景
初
元
（
二
三
七
）
年
七
月
、
明
帝
は
つ
い
に
、
幽
州
刺
史

の
毌
丘
倹
に
公
孫
淵
を
攻
撃
さ
せ
る
。
こ
れ
を
撃
退
し
た
公
孫
淵
は
、
自
立
し

て
燕
王
と
な
り
、
紹
漢
と
元
号
を
立
て
た
。
皇
帝
即
位
ま
で
あ
と
一
歩
の
地
位

で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
周
辺
の
異
民
族
に
印
号
を
与
え
て
味
方
に
付
け
、

孫
呉
に
使
者
を
派
遣
し
て
援
軍
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、
国
内
の
反
対
を
押
し

切
っ
て
ま
で
派
遣
し
た
使
者
を
殺
さ
れ
て
い
た
孫
権
は
、
公
孫
淵
を
支
援
し
な

か
っ
た
。
ひ
と
ま
ず
派
遣
さ
れ
た
使
者
を
厚
遇
し
た
う
え
で
、
ひ
そ
か
に
大
軍

を
北
方
に
送
り
、
形
勢
を
観
望
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
羊
衜
の
献
策
に
従
っ
た

の
で
あ
る
（
『
三
国
志
』
巻
八

公
孫
淵
伝
注
引
『
漢
晉
春
秋
』
）
。

こ
う
し
た
孫
呉
の
態
度
を
見
透
か
し
た
か
の
よ
う
に
、
景
初
二
（
二
三
八
）

年
正
月
、
明
帝
の
命
を
受
け
た
司
馬
懿
は
、
四
万
の
兵
を
率
い
て
公
孫
淵
の
討

伐
に
洛
陽
を
出
発
し
た
。
六
月
、
遼
東
に
到
着
す
る
と
、
八
月
に
は
公
孫
淵
の

首
都
襄
平
城
を
陥
し
、
公
孫
氏
を
滅
ぼ
し
た
（
『
三
国
志
』
巻
三

明
帝
紀
）
。
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一
方
、
孫
権
は
、
羊
衜
の
策
に
基
づ
き
、
遼
東
半
島
で
の
介
入
継
続
を
模
索

す
る
。（

赤
烏
）
二
年
春
三
月
、
使
者
の
羊
衜
・
鄭
冑
、
将
軍
の
孫
怡
を
遣
は
し

て
遼
東
に
之
き
、
魏
の
守
将
た
る
張
持
・
高
慮
ら
を
撃
た
し
め
、

虜

り
て

い
け
ど

男
女
を
得
た
り
。

（
三
一
）

赤
烏
二
（
二
三
九
）
年
、
羊
衜
は
、
曹
魏
が
公
孫
淵
を
滅
ぼ
し
た
後
に
置
い

た
遼
東
の
守
将
で
あ
る
張
持
と
高
慮
を
討
ち
、
男
女
を
略
奪
す
る
。
幽
州
は
蜀

漢
と
の
盟
約
で
は
孫
呉
領
に
含
ま
れ
る
。
そ
の
民
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

孫
呉
の
国
際
秩
序
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
を
連
れ
帰
り
、
結
果
と

し
て
派
遣
し
て
い
た
軍
を
退
い
た
こ
と
は
、
孫
呉
が
北
方
へ
の
国
際
秩
序
を
事

実
上
断
念
し
た
こ
と
を
示
す
。
北
狄
と
し
て
封
建
し
て
い
た
高
句
麗
も
、
こ
の

時
点
で
は
孫
呉
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
て
い
た
。

高
句
麗
の
臣
属
は
、
公
孫
氏
へ
の
遣
使
を
契
機
と
す
る
。
嘉
禾
二
（
二
三

三
）
年
、
公
孫
淵
に
斬
殺
さ
れ
た
張
弥
・
許
晏
と
共
に
公
孫
氏
を
訪
れ
て
い
た

中
使
の
秦
旦
・
黄
疆
・
張
羣
・
杜
徳
は
、
玄
菟
郡
に
幽
閉
さ
れ
る
。
し
か
し
、

四
名
は
脱
出
に
成
功
し
、
傷
つ
い
た
張
羣
と
杜
徳
を
途
中
に
残
し
な
が
ら
も
、

秦
旦
・
黄
疆
が
高
句
麗
王
の
位
宮
の
も
と
に
到
達
、
孫
権
の
詔
を
伝
え
た
。

（
秦
）
旦
・
（
黄
）
疆
、
別
れ
る
こ
と
数
日
、
句
驪
に
達
す
る
を
得
た
り
。

因
り
て
詔
を
句
驪
王
の
宮
及
び
其
の
主
簿
に
宣
べ
、
詔
言
し
て
、
賜
有
る

も
遼
東
の
攻
奪
す
る
所
と
為
る
と
す
。
宮
ら
大
い
に
喜
び
、
即
ち
詔
を
受

け
、
使
人
に
命
じ
て
、
旦
に
随
ひ
還
り
て
（
張
）
羣
・
（
杜
）
徳
を
迎
へ
し

む
。
其
の
年
、
宮

皂
衣
二
十
五
人
を
遣
は
し
て
、
旦
ら
を
送
り
て
還
し
、

表
を
奉
じ
臣
と
称
し
て
、
貂
の
皮
千
枚
、
鶡
雞
の
皮
十
具
を
貢
す
。
旦
ら

権
に
見
へ
、
悲
喜
し
て
自
ら
勝
ふ
る
能
は
ず
。
権

之
を
義
と
し
、
皆

校

た

尉
に
拝
す
。
間
つ
る
こ
と
一
年
、
使
者
の
謝
宏
・
中
書
の
陳
恂
を
遣
は
し

へ
だ

て
、
宮
を
拝
し
て
単
于
と
為
し
、
加
へ
て
衣
服
・
珍
宝
を
賜
ふ
。

（
三
二
）

公
孫
氏
と
対
立
し
て
い
た
高
句
麗
王
の
位
宮
は
、
か
れ
ら
の
帰
国
を
見
送
り

な
が
ら
使
者
を
派
遣
し
、
貢
ぎ
物
を
捧
げ
て
臣
従
す
る
。
孫
権
は
、
使
者
の
労

苦
を
義
と
し
た
う
え
で
、
一
年
後
に
高
句
麗
に
謝
宏
を
派
遣
し
て
、
位
宮
に

「
単
于
」
の
称
号
を
賜
与
し
た
。
単
于
と
い
う
称
号
を
選
ん
だ
理
由
は
、
高
句

麗
を
「
北
狄
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
孫
呉
の
国
際
秩
序
を
北
方
に
及

ぼ
す
た
め
で
あ
る
。
南
方
に
対
し
て
は
、
士
燮
を
内
臣
と
し
て
扶
南
・
林
邑
・

（
三
三
）

堂
明
を
外
臣
の
南
蛮
と
し
て
朝
貢
さ
せ
た
よ
う
に
、
公
孫
淵
を
内
臣
と
し
、
朝

貢
し
て
き
た
高
句
麗
を
外
臣
の
北
狄
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
内
臣
と
な
る
べ
き
公
孫
淵
は
裏
切
り
、
外
臣
の
高
句
麗
は
曹
魏
の

圧
力
に
屈
す
る
。
青
龍
四
（
二
三
六
）
年
七
月
、
曹
魏
は
、
高
句
麗
王
に
孫
呉

か
ら
の
使
者
を
斬
首
さ
せ
た
（
『
三
国
志
』
巻
三

明
帝
紀
）
。
景
初
二
（
二
三

八
）
年
、
公
孫
氏
を
滅
し
た
曹
魏
は
、
翌
景
初
三
（
二
三
九
）
年
、
朝
貢
し
た

卑
弥
呼
を
親
魏
倭
王
に
封
建
す
る
。
そ
し
て
、
正
始
五
～
六
（
二
四
四
～
二
四

（
三
四
）

五
）
年
に
は
、
高
句
麗
征
討
を
行
っ
て
曹
魏
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
を
確
立

す
る
の
で
あ
る
。

（
三
五
）

孫
呉
の
北
方
に
お
け
る
国
際
秩
序
は
、
曹
魏
が
公
孫
氏
を
滅
ぼ
し
、
高
句
麗

を
征
討
す
る
こ
と
で
打
破
さ
れ
た
。
曹
魏
が
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
を
形
成
す

る
過
程
に
お
い
て
、
「
親
魏
倭
王
」
の
称
号
を
与
え
る
ほ
ど
卑
弥
呼
を
重
用
し
た

背
景
に
は
、
孫
呉
の
東
方
へ
の
国
際
秩
序
に
対
抗
す
る
目
的
も
あ
っ
た
。

四
、
亶
洲
を
求
め
て

天
子
と
な
っ
た
孫
権
は
、
北
方
の
遼
東
、
南
方
の
交
州
に
続
い
て
、
黄
龍
二

（
二
三
〇
）
年
、
東
方
の
珠
崖
・
夷
州
・
亶
州
に
軍
を
派
遣
し
て
い
る
。

珠
崖
郡
は
、
儋
耳
郡
と
と
も
に
海
南
島
に
あ
り
（
『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
六

南
蛮
伝
）
、
前
漢
の
武
帝
期
に
は
郡
県
が
設
置
さ
れ
て
い
た
（
『
漢
書
』
巻
九
十
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五

南
粤
伝
）
。
こ
の
た
め
、
東
夷
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
山
越
と
同

様
、
国
内
問
題
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
、
山
越
を
討
っ
て
軍
に
編
入
す
る
こ

と
に
積
極
的
な
陸
遜
は
、
珠
崖
郡
の
民
を
不
要
で
あ
る
と
い
う
。

（
孫
）
権

偏
師
を
遣
は
し
て
夷
州
及
び
珠
崖
を
取
ら
ん
と
欲
し
、
皆

以

て
遜
に
諮
る
。
遜

上
疏
し
て
曰
く
、
「
臣
愚

以
為
へ
ら
く
、
四
海

未
だ

定
ま
ら
ざ
れ
ば
、
当
に
民
力
を
須
ま
せ
て
、
以
て
時
務
を
済
ふ
べ
し
。
今

や
す

兵

興
こ
る
こ
と
歴
年
、
見
衆

損
減
せ
り
。
陛
下

聖
慮
を
憂
労
し
て
、
寝

と
食
と
を
忘
れ
、
将
に
遠
く
夷
州
を
規
り
て
、
以
て
大
事
を
定
め
ん
と
す
。

…
…
又

珠
崖
は
絶
険
に
し
て
、
民
は
猶
ほ
禽
獣
の
ご
と
し
。
其
の
民
を
得

る
も
、
事
を
済
す
に
足
ら
ず
。
其
の
兵

足
ら
ず

衆

虧
く
る
こ
と
無
く
ん

ば
、
今

江
東
の
見
衆

自
づ
か
ら
事
を
図
る
に
足
れ
り
。

（
三
六
）

孫
権
か
ら
「
夷
州
及
び
珠
崖
」
を
取
る
こ
と
に
つ
い
て
諮
問
を
受
け
た
陸
遜

は
、
珠
崖
郡
の
民
を
「
禽
獣
」
の
よ
う
で
あ
る
と
し
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て
兵
の

不
足
を
補
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
珠
崖
郡
の
民
は
、
山
越
に
比
べ
、
漢

化
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

ま
た
、
夷
州
は
、
漢
代
の
郡
県
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
『
後
漢
書
』
列
伝
七
十

五

東
夷
伝
の
李
賢
注
、
お
よ
び
『
太
平
御
覧
』
巻
七
百
八
十

東
夷
一
に
引
く

『
臨
海
水
土
志
』
の
詳
細
な
記
述
が
残
る
。
市
村
瓚
次
郎
は
、
『
臨
海
水
土
志
』

（
三
七
）

の
分
析
に
基
づ
き
、
夷
州
を
台
湾
に
比
定
し
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い

る
。
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
「
甲
士
万
人
を
将
ゐ
て
海
に
浮
か
び
」
、
「
夷
洲
の

（
三
八
）

数
千
人
」
を
連
れ
戻
っ
た
だ
け
の
衛
温
・
諸
葛
直
は
、
翌
年
罪
を
問
わ
れ
て
獄

死
し
て
い
る
。
「
禽
獣
」
の
よ
う
な
民
し
か
い
な
い
珠
崖
郡
よ
り
遠
方
の
夷
州
の

民
を
連
行
し
た
と
こ
ろ
で
、
軍
事
的
な
意
味
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

孫
権
は
、
陸
遜
の
上
奏
に
よ
り
夷
州
や
珠
崖
の
民
を
軍
隊
に
編
入
で
き
な
い
こ

と
を
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
衛
温
・
諸
葛
直

は
誅
殺
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
黄
龍
）
二
年
、
春
正
月
、
…
…
将
軍
の
衛
温
・
諸
葛
直
を
遣
は
し
て
、

甲
士
万
人
を
将
ゐ
て
海
に
浮
か
び
、
夷
洲
及
び
亶
洲
を
求
め
し
む
。
亶
洲

は
海
中
に
在
り
。
長
老

伝
へ
て
言
ふ
に
、
「
秦
の
始
皇
帝
、
方
士
の
徐
福

を
遣
は
し
て
、
童
男
・
童
女
数
千
人
を
将
ゐ
て
海
に
入
り
、
蓬
萊
の
神
山

及
び
仙
薬
を
求
め
し
む
る
も
、
此
の
洲
に
止
ま
り
て
還
ら
ず
。
世
掩
相

承

く
る
こ
と
数
万
家
有
り
。
其
の
上
の
人
民
、
時
に
会
稽
に
至
り
布
を
貨
す

こ
と
有
り
。
会
稽
東
県
の
人
、
海
行
し
て
亦
た
風
に
遭
ひ
、
流
移
し
て
亶

洲
に
至
る
者
有
り
」
と
。
所
在

絶
遠
に
し
て
、
卒
に
至
る
を
得
可
ら
か
ず
。

但
だ
夷
洲
の
数
千
人
を
得
て
還
る
の
み
。
…
…
衛
温
・
諸
葛
直
、
皆

詔
の

功
無
き
を
以
て
、
獄
に
下
り
て
死
す
。

（
三
九
）

二
人
の
処
刑
理
由
に
あ
る
「
詔
」
の
内
容
は
伝
わ
ら
な
い
。
注
目
す
べ
き
こ

と
は
、
遠
征
の
前
に
陸
遜
、
そ
し
て
全
琮
に
孫
権
が
諮
問
し
た
際
に
は
、
遠
征

（
四
〇
）

の
目
的
地
は
珠
崖
と
夷
州
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
衛
温
・
諸
葛
直
の
探

索
は
、
夷
洲
の
ほ
か
亶
洲
に
及
ぶ
。
夷
州
に
は
到
達
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
亶

洲
に
辿
り
着
け
な
か
っ
た
こ
と
を
処
刑
の
一
因
と
考
え
て
よ
い
。

（
四
一
）

亶
洲
は
、
前
掲
し
た
呉
主
伝
に
、
徐
福
の
移
住
し
た
場
所
と
明
記
さ
れ
て
い

る
た
め
、
古
来
、
日
本
を
指
す
と
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
注
目
す
べ
き
は
、

（
四
二
）

『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
五

東
夷
伝
が
、
『
三
国
志
』
巻
三
十

東
夷
伝

倭
国
の

条
を
踏
ま
え
た
倭
に
関
す
る
記
事
の
後
に
、
①
『
漢
書
』
巻
二
十
八
下

地
理
志

下
の
東
鯷
人
と
②
『
三
国
志
』
巻
四
十
七

呉
主
伝
の
夷
洲
・
澶
洲
と
を
結
合
し

た
記
事
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

①
会
稽
の
海
外
に
東
鯷
人
有
り
。
分
か
れ
て
二
十
余
国
と
為
る
。
②
又

夷

洲
及
び
澶
洲
有
り
。
伝
へ
て
言
ふ
に
、
「
秦
の
始
皇
、
方
士
の
徐
福
を
遣
は

し
て
、
童
な
る
男
女
数
千
人
を
将
ゐ
て
海
に
入
り
、
蓬
萊
の
神
仙
を
求
め

し
む
る
も
得
ず
。
徐
福

誅
を
畏
れ
、
敢
へ
て
還
ら
ず
。
遂
に
此
の
洲
に
止

ま
る
。
世
世
相

承
く
る
こ
と
、
数
万
家
有
り
。
人
民
、
時
に
会
稽
の
市
に
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至
る
。
会
稽
東
冶
県
の
人
、
海
に
入
り
行
き
て
風
に
遭
ひ
、
流
移
し
て
澶

洲
に
至
る
者
有
り
」
と
。
所
在
絶
遠
に
し
て
、
往
来
す
可
か
ら
ず
。

（
四
三
）

『
三
国
志
』
巻
四
十
七

呉
主
伝
で
は
、
「
海
行
し
て
亦
た
風
に
遭
ひ
、
流
移

し
て
亶
洲
に
至
る
者
」
を
「
会
稽
東
県
の
人
」
と
し
て
い
る
が
、
『
後
漢
書
』
列

伝
七
十
五

東
夷
伝
は
、
「
会
稽
東
冶
県
の
人
」
と
す
る
。
『
三
国
志
集
解
』
に
引

、

く
銭
大
昭
が
、
呉
主
伝
の
「
会
稽
東
県
」
を
「
会
稽
東
冶
県
」
に
つ
く
る
べ
き

と
述
べ
る
正
し
さ
が
、
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
の
記
述
よ
り
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
会
稽
東
冶
県
」
と
言
え
ば
、
『
三
国
志
』
巻
三
十

東
夷
伝

倭
人
の
条
に
、

「
其
の
道
里
を
計
る
に
、
当
に
会
稽
の
東
冶
の
東
に
在
る
べ
し
（
計
其
道
里
、

当
在
会
稽
東
冶
之
東
）
」
と
記
さ
れ
る
邪
馬
台
国
が
そ
の
東
方
海
上
に
あ
る
と
さ

れ
る
場
所
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
范
曄
は
、
「
会
稽
東
冶
県
」
か
ら
「
風
に
遭
ひ

流
移
」
す
る
と
到
達
す
る
「
澶
洲
」
を
邪
馬
台
国
の
近
辺
に
存
在
す
る
倭
国
の

一
部
と
判
断
し
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
起
源
を
前
漢
の
こ
ろ
、
「
分
か
れ
て
二

十
余
国
」
と
な
っ
て
い
た
東
鯷
人
と
考
え
た
た
め
に
、
①
『
漢
書
』
巻
二
十
八

下

地
理
志
下
の
東
鯷
人
と
②
呉
主
伝
の
夷
洲
・
澶
洲
を
結
合
し
た
記
事
を
『
三

国
志
』
巻
三
十

東
夷
伝

倭
国
の
条
を
踏
ま
え
た
倭
に
関
す
る
記
事
の
後
に
附

し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
范
曄
は
、
倭
国
の
場
所
を
「
其
の
地
は
大
較

会
稽
の
東
冶
の

東
に
在
り
、
朱
崖
・
儋
耳
と
相

近
し
（
其
地
大
較
在
会
稽
東
冶
之
東
、
与
朱

崖
・
儋
耳
相
近
）
」
（
『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
五

東
夷
伝
）
と
記
述
し
た
。
そ
れ

は
、
呉
主
伝
に
「
亶
洲
に
至
る
者
」
を
「
会
稽
東
県
の
人
（
本
来
は
東
冶
県
）
」

と
記
す
陳
寿
の
考
え
で
も
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
西
晉
か
ら
劉
宋
に
か
け
て
、
「
亶

州
」
は
倭
国
の
一
部
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
孫
権
が
探
索
さ
せ
た
「
亶
州
」
は
、
そ
の
実
在
の
有
無
は

別
と
し
て
も
、
光
武
帝
期
に
「
漢
委
奴
国
王
」
の
金
印
を
賜
与
さ
れ
た
倭
国
を

（
四
四
）

求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
四
五
）

外
臣
と
し
て
、
す
で
に
後
漢
か
ら
王
と
し
て
金
印
を
受
け
て
い
る
倭
国
を
朝

貢
さ
せ
れ
ば
、
孫
呉
の
国
際
秩
序
に
お
い
て
、
倭
国
を
「
東
夷
」
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
な
れ
ば
、
孫
権
が
、
衛
温
・
諸
葛
直
に
「
甲
士
万
人
を

将
ゐ
て
海
に
浮
か
」
べ
た
第
一
の
目
的
は
、
人
狩
り
で
は
な
い
。
孫
権
が
送
っ

た
「
甲
士
万
人
」
は
、
孫
呉
の
中
華
と
し
て
の
武
威
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
。
衛
温
・
諸
葛
直
は
、
倭
国
を
朝
貢
さ
せ
る
と
い
う
第
一
の
目
的
を
果
た

せ
な
か
っ
た
が
故
に
、
罪
を
問
わ
れ
て
獄
死
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
二
人
の
処

刑
理
由
に
引
用
さ
れ
る
詔
を
陳
寿
が
記
録
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ

る
。
曹
魏
以
外
の
国
際
秩
序
を
『
三
国
志
』
に
明
記
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。

兵
庫
県
宝
塚
市
安
倉
古
墳
か
ら
は
、
赤
烏
七
（
二
四
四
）
年
銘
鏡
が
出
土
し

て
い
る
。
王
仲
殊
は
、
こ
れ
を
「
亶
州
」
の
「
人
民
」
が
、
「
時
に
会
稽
の
市
に

至
」
っ
た
際
に
交
易
し
た
も
の
と
理
解
す
る
。
三
世
紀
に
お
け
る
日
本
と
中
国

（
四
六
）

と
の
関
係
を
邪
馬
台
国
の
み
に
限
定
し
て
捉
え
る
必
要
は
な
い
。
孫
呉
と
国
際

関
係
を
持
っ
て
い
た
倭
国
の
存
在
の
可
能
性
が
、
卑
弥
呼
の
死
後
、
曹
魏
が
使

者
を
邪
馬
台
国
に
派
遣
し
て
黄
帽
を
も
た
ら
し
た
理
由
で
あ
る
（
注
（
三
）
所

掲
渡
邉
著
書
）
。
敵
国
の
背
後
に
あ
る
異
民
族
と
結
ぶ
こ
と
を
原
則
と
す
る
三
国

時
代
の
国
際
関
係
の
中
で
、
と
り
わ
け
東
夷
と
し
て
の
「
亶
州
」
を
東
の
海
に

求
め
る
孫
呉
へ
の
対
抗
の
必
要
性
に
よ
り
、
曹
魏
は
邪
馬
台
国
を
重
視
し
た
。

孫
呉
の
国
際
秩
序
確
立
へ
の
努
力
は
、
卑
弥
呼
に
親
魏
倭
王
が
仮
授
さ
れ
た
国

際
的
要
因
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

曹
魏
の
国
際
秩
序
を
表
現
す
べ
き
『
三
国
志
』
は
、
南
蛮
伝
を
設
け
て
い
な

い
。
そ
れ
は
、
南
方
に
対
す
る
孫
呉
の
国
際
秩
序
を
曹
魏
が
最
後
ま
で
打
倒
で
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き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
か
つ
て
士
燮
が
統
治
し
た
交
州
を
直
接
統
治
し
、

扶
南
・
林
邑
・
堂
明
を
来
貢
さ
せ
る
孫
呉
の
南
方
へ
の
国
際
秩
序
は
、
東
晉
以

降
の
仏
教
受
容
を
準
備
し
た
。
『
三
国
志
』
に
仏
教
関
係
の
記
述
の
少
な
い
理
由

で
あ
る
。

し
か
し
、
公
孫
淵
を
内
臣
に
高
句
麗
を
北
狄
と
し
て
朝
貢
さ
せ
る
孫
呉
の
北

方
へ
の
国
際
秩
序
は
、
曹
魏
に
打
倒
さ
れ
、
東
夷
と
す
べ
き
「
亶
州
」
の
探
索

も
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
孫
呉
の
国
際
秩
序
は
、
天
下
を
二

分
す
る
蜀
漢
と
の
盟
約
、
な
ら
び
に
扶
南
・
林
邑
・
堂
明
を
来
貢
さ
せ
る
南
方

に
の
み
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

《

注

》

（
一
）
陳
寿
の
『
三
国
志
』
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
陳
寿
の
『
三
国
志
』
と
蜀
学
」（『
狩
野

直
禎
先
生
傘
寿
記
念
三
国
志
論
集
』
三
国
志
学
会
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
二
）『
三
国
志
』
巻
二
十
七

徐
邈
伝
に
、「
西
域

流
通
し
、
荒
戎

入
貢
す
る
は
、
皆
〈
徐
〉

邈
の
勲
な
り
（
西
域
流
通
、
荒
戎
入
貢
、
皆
〈
徐
〉
邈
勲
也
）」
と
あ
る
よ
う
に
、「
荒
戎
」

の
「
入
貢
」
は
、
涼
州
刺
史
で
あ
っ
た
徐
邈
の
勲
功
と
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
東
夷
伝
、
こ
と
に
倭
人
の
条
に
見
ら
れ
る
『
三
国
志
』
の
偏
向
と
曹
魏
の
国
際
秩
序
に
つ

い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「『
三
国
志
』
東
夷
伝

倭
人
の
条
に
現
れ
た
世
界
観
と
国
際
関
係
」

（『
三
国
志
研
究
』
六
、
二
〇
一
一
年
）、『
魏
志
倭
人
伝
の
謎
を
解
く
―
三
国
志
か
ら
見
る

邪
馬
台
国
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
四
）『
三
国
志
』
巻
四
十
七

呉
主
伝
。
こ
の
ほ
か
荊
州
南
部
が
孫
呉
領
と
定
め
ら
れ
た
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
諸
葛
亮
の
対
外
政
策
」（『
東
洋
研
究
』
近
刊
）
を
参
照
。

（
五
）
山
越
に
関
し
て
は
、
劉
之
祥
「
山
越
考
」（『
史
地
学
報
』
三
―
四
、
一
九
二
四
年
）、
葉

国
慶
「
三
国
時
山
越
分
布
之
区
域
」（『
禹
貢
』
二
―
八
、
一
九
三
四
年
）、
井
上
晃
「
三
国

時
代
の
山
越
に
就
て
」
（
『
史
観
』
一
七
、
一
九
三
八
年
）、
傅
楽
成
「
孫
呉
与
山
越
之
開

発
」（『
文
史
哲
学
報
』
三
、
一
九
五
一
年
、『
漢
唐
史
論
集
』
聨
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九

七
七
年
に
所
収
）、
楊
国
宜
「
東
呉
平
定
皖
南
山
越
戦
争
的
性
質
及
其
歴
史
作
用
」（『
安
徽

史
学
』
一
九
六
〇
―
二
、
一
九
六
〇
年
）
な
ど
多
く
の
研
究
が
あ
る
。

（
六
）
呂
思
勉
「
山
越
」（『
呂
思
勉
読
史
札
記
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）。

（
七
）
唐
長
孺
「
孫
呉
建
国
及
漢
末
江
南
的
宗
部
与
山
越
」（『
魏
晉
南
北
朝
史
論
叢
』
三
聯
書
店
、

一
九
五
七
年
）。
そ
れ
以
降
の
代
表
的
な
研
究
に
は
、
陳
可
畏
「
東
越
、
山
越
的
来
源
和
発

展
」（『
歴
史
論
叢
』
一
、
一
九
六
四
年
）、
胡
守
為
「
山
越
与
宗
部
」（『
史
学
論
文
集
』
広

東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
八
）
川
勝
義
雄
「
貴
族
制
社
会
と
孫
呉
政
権
下
の
江
南
」（『
中
国
中
世
史
研
究
』
東
海
大
学
出

版
会
、
一
九
七
〇
年
、『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
に
所
収
）。

（
九
）
川
本
芳
昭
「
六
朝
に
お
け
る
蛮
の
理
解
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
山
越
・
蛮
漢
融
合
の
問
題

を
中
心
と
し
て
見
た
」（『
史
学
雑
誌
』
九
五
―
八
、
一
九
八
六
年
、『
魏
晉
南
北
朝
時
代
の

民
族
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
に
所
収
）
。
こ
れ
に
対
す
る
関
尾
史
郎
「
山
越
の

「
漢
化
」
に
つ
い
て
の
覚
書
―
川
本
芳
昭
「
六
朝
に
お
け
る
蛮
の
理
解
に
つ
い
て
の
一
考

察
」
を
読
む
」（『
上
智
史
学
』
三
四
、
一
九
八
九
年
）
の
批
判
に
対
し
て
は
、
川
本
芳
昭

「
山
越
再
論
」（『
佐
賀
大
学
教
養
学
部
研
究
紀
要
』
二
三
、
一
九
九
一
年
）
が
あ
る
。
な
お
、

関
尾
に
は
、「
曹
魏
政
権
と
山
越
」（『
西
嶋
定
生
博
士
追
悼
論
文
集
』
山
川
出
版
社
、
二
〇

〇
〇
年
）
も
あ
る
。

（
一
〇

）（
諸
葛
）
恪
以
、
丹
陽
山
険
、
民
多
果
勁
。
雖
前
発
兵
、
徒
得
外
県
平
民
而
已
。
其
余
深

遠
、
莫
能
禽
尽
。
屡
自
求
乞
為
官
出
之
。
三
年
可
得
甲
士
四
万
。
衆
議
咸
以
、
丹
陽
地
勢
険

阻
、
与
呉
郡
・
会
稽
・
新
都
・
鄱
陽
四
郡
鄰
接
、
周
旋
数
千
里
。
山
谷
万
重
、
其
幽
邃
民
人
、

未
嘗
入
城
邑
。
…
…
山
出
銅
鉄
、
自
鋳
甲
兵
。
俗
好
武
習
戦
、
高
尚
気
力
。
其
升
山
赴
険
、

抵
突
叢
棘
、
若
魚
之
走
淵
、
猨
狖
之
騰
木
也
。
…
…
（
孫
）
権
拝
恪
撫
越
将
軍
・
領
丹
陽
太

守
。
…
…
於
是
老
幼
相
攜
而
出
。
歳
期
、
人
数
皆
如
本
規
。
恪
自
領
万
人
、
余
分
給
諸
将
。

権
嘉
其
功
、
遣
尚
書
僕
射
薛
綜
、
労
軍
。
綜
先
移
恪
等
曰
、
山
越
恃
阻
、
不
賓
歴
世
。
…
…

既
埽
兇
慝
、
又
充
軍
用
。
藜
蓧
稂
莠
、
化
為
善
草
、
魑
魅
魍
魎
、
更
成
虎
士
（『
三
国
志
』

巻
六
十
四

諸
葛
恪
伝
）。

（
一
一

）
用
江
東
六
郡
・
山
越
之
人
、
以
当
中
国
百
万
之
衆
（『
三
国
志
』
巻
五
十
四

周
瑜
伝
注
引

『
江
表
伝
』）。
山
越
と
孫
呉
の
軍
事
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
村
田
哲
也
「
孫
呉
政
権
の

軍
事
力
形
成
と
山
越
討
伐
の
一
考
察
」（『
東
洋
史
苑
』
四
七
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

（
一
二

）
谷
口
房
男
『
華
南
民
族
史
研
究
』（
緑
蔭
書
房
、
一
九
九
七
年
）。

（
一
三

）
三
国
そ
れ
ぞ
れ
の
異
民
族
政
策
に
つ
い
て
は
、
朱
紹
侯
「
三
国
民
族
政
策
優
劣
論
」（『
河

南
師
大
学
報
』
一
九
八
一
―
三
、
一
九
八
一
年
）、
堀
敏
一
「
異
民
族
支
配
か
ら
み
た
三
国
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時
代
の
位
置
」（『
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
―
中
国
と
周
辺
国
家
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六

年
）
を
参
照
。

（
一
四

）
劉
表
の
交
州
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
満
田
剛
「
劉
表
政
権
に
つ
い
て
―
漢
魏
交
替
期
の

荊
州
と
交
州
」（『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
二
〇
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
一
五

）
漢
聞
張
津
死
、
賜
燮
璽
書
曰
、
交
州
絶
域
、
南
帯
江
海
、
上
恩
不
宣
、
下
義
壅
隔
。
知
逆

賊
劉
表
又
遣
賴
恭
闚
看
南
土
。
今
以
燮
為
綏
南
中
郎
将
、
董
督
七
郡
、
領
交
阯
太
守
如
故

（『
三
国
志
』
巻
四
十
九

士
燮
伝
）。

（
一
六

）『
三
国
志
』
巻
四
十
九

士
燮
伝
。
後
藤
均
平
「
士
燮
」（『
史
苑
』
三
二
―
一
、
一
九
七
二

年
）
は
、
士
燮
の
勢
力
拡
大
の
理
由
を
そ
の
土
着
性
を
求
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
川
手
翔

生
「
嶺
南
士
氏
の
勢
力
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」（『
史
観
』
一
六
七
、
二
〇
一
二
年
）
は
、
士
燮

が
土
着
性
の
故
に
台
頭
し
た
の
で
は
な
く
、
嶺
南
地
域
を
め
ぐ
る
情
勢
不
安
の
間
隙
を
衝
き
、

ま
た
後
漢
の
地
方
官
吏
制
度
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
。

（
一
七

）『
三
国
志
』
巻
四
十
九

士
燮
伝
。
川
手
翔
生
「
嶺
南
士
氏
交
易
考
」（『
史
滴
』
三
四
、
二

〇
一
二
年
）
は
、
士
燮
が
朝
貢
し
た
物
産
の
ほ
と
ん
ど
は
嶺
南
地
域
で
採
取
可
能
な
も
の
で

あ
り
、
従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
南
海
貿
易
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
う
、
決
定
的
な
証

拠
は
見
つ
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

（
一
八

）
或
謂
（
呂
）
岱
曰
、（
士
）
徽
藉
累
世
之
恩
、
為
一
州
所
附
、
未
易
軽
也
。
岱
曰
、
今
徽

雖
懐
逆
計
、
未
虞
吾
之
卒
至
。
若
我
潜
軍
軽
挙
、
掩
其
無
備
、
破
之
必
也
。
稽
留
不
速
、
使

得
生
心
、
嬰
城
固
守
、
七
郡
百
蛮
、
雲
合
響
応
、
雖
有
智
者
、
誰
能
図
之
。
遂
行
、
過
合
浦
、

与
良
倶
進
。
徽
聞
岱
至
、
果
大
震
怖
、
不
知
所
出
、
即
率
兄
弟
六
人
、
肉
袒
迎
岱
。
岱
皆
斬

送
其
首
（『
三
国
志
』
巻
六
十

呂
岱
伝
）。

（
一
九

）（
呂
）
岱
既
定
交
州
、
復
進
討
九
真
、
斬
獲
以
万
数
。
又
遣
従
事
、
南
宣
国
化
、
曁
徼
外
。

扶
南
・
林
邑
・
堂
明
諸
王
、
各
遣
使
奉
貢
。
権
嘉
其
功
、
進
拝
鎮
南
将
軍
（『
三
国
志
』
巻

六
十

呂
岱
伝
）。

（
二
〇

）『
梁
書
』
巻
五
十
四

諸
夷

海
南
諸
国
伝
に
、「
呉
の
孫
権
の
時
、
宣
化
従
事
の
朱
応
・
中

郎
の
康
泰
を
遣
は
し
て
焉
に
通
ず
。
其
の
経
る
及
び
伝
聞
す
る
所
、
則
ち
百
数
十
国
有
り
、

因
り
て
記
伝
を
立
つ
（
呉
孫
権
時
、
遣
宣
化
従
事
朱
応
・
中
郎
康
泰
通
焉
。
其
所
経
及
伝
聞
、

則
有
百
数
十
国
、
因
立
記
伝
）」
と
あ
り
、『
太
平
御
覧
』
巻
七
百
八
十
七

四
夷
狄
部
八

蒲

羅
中
国
に
、「
呉
の
時
、
康
泰

中
郎
と
為
り
、
扶
南
土
俗
を
表
上
す
（
呉
時
、
康
泰
為
中
郎
、

表
上
扶
南
土
俗
）
」
と
あ
る
。
松
田
寿
男
「
ア
ジ
ア
史
に
於
け
る
イ
ン
ド
シ
ナ
諸
国
の
役

割
」（『
歴
史
教
育
』
一
五
―
一
〇
・
一
二
、
一
九
四
一
年
、『
松
田
寿
男
著
作
集
』
四
、
六

興
出
版
、
一
九
八
七
年
に
所
収
）、
和
田
圭
子
「
東
西
交
渉
史
論
―
朱
応
・
康
泰
の
扶
南
遣

使
に
つ
い
て
」（『
鹿
児
島
大
学
教
養
部
史
録
』
一
六
、
一
九
八
三
年
）、
陳
顕
泗
「
朱
応
、

康
泰
が
使
節
と
し
て
扶
南
へ
出
た
年
代
に
つ
い
て
」（『
東
南
ア
ジ
ア

歴
史
と
文
化
』
一
七
、

一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

（
二
一

）
杉
本
直
治
郎
「
三
国
時
代
に
お
け
る
呉
の
対
南
策
」（『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
Ⅰ
、
巖
南
堂

書
店
、
一
九
五
六
年
）。

（
二
二

）『
三
国
志
』
巻
六
十
四

孫
綝
伝
に
、「〈
孫
〉
綝

意

弥
掩
溢
り
、
民
神
を
侮
慢
し
、
遂
に

お
ご

大
橋
頭
の
伍
子
胥
の
廟
を
焼
き
、
又

浮
屠
の
祠
を
壊
し
、
道
人
を
斬
る
（〈
孫
〉
綝
意
弥
溢
、

侮
慢
民
神
、
遂
焼
大
橋
頭
伍
子
胥
廟
、
又
壊
浮
屠
祠
、
斬
道
人
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
孫
綝

が
「
浮
屠
の
祠
」
す
な
わ
ち
仏
教
の
寺
院
を
破
壊
し
た
こ
と
だ
け
が
述
べ
ら
れ
る
。

（
二
三

）
鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』
第
一
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
第
二
章
第
二

節
「
呉
の
仏
教
」
を
参
照
。

（
二
四

）
支
謙
、
字
恭
明
、
一
名
越
、
大
月
支
人
也
。
祖
父
法
度
、
以
漢
霊
帝
世
、
率
国
人
数
百
帰

化
、
拝
率
善
中
郎
将
。
…
…
後
呉
主
孫
権
、
聞
其
博
学
有
才
慧
、
即
召
見
之
、
因
問
経
中
深

隠
之
義
。
応
機
釈
難
、
無
疑
不
析
。
権
大
悦
、
拝
爲
博
士
、
使
輔
導
東
宮
、
甚
加
寵
秩

（
『
出
三
蔵
記
集
』
第
十
三

支
謙
傳
）
。
僧
侶
の
伝
記
資
料
の
中
で
僧
祐
の
『
出
三
蔵
記

集
』
の
価
値
が
比
較
的
高
い
こ
と
は
、
牧
田
禘
亮
「
高
僧
伝
の
成
立
」（『
東
方
学
報
』（
京

都
）
四
四
、
四
八
、
一
九
七
一
、
一
九
七
五
年
、『
中
国
仏
教
史
研
究
』
第
三
、
大
東
出
版

社
、
一
九
八
九
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
二
五

）『
出
三
蔵
記
集
』
第
十
三

康
僧
会
傳
に
、「
康
僧
会
、
其
の
先
は
康
居
の
人
な
る
も
、
世

掩
天
竺
に
居
る
。
其
の
父

商
賈
に
因
り
交
阯
に
移
る
。
…
…
時
に
孫
権

江
左
に
称
制
す
る

も
、
而
も
未
だ
仏
教
有
ら
ず
。
会

大
法
を
運
流
せ
ん
と
欲
し
、
乃
ち
振
錫
し
て
東
遊
し
、

赤
烏
十
年
を
以
て
建
業
に
至
り
、
茅
茨
を
営
立
し
、
像
を
設
け
道
を
行
ふ
（
康
僧
会
、
其
先

康
居
人
、
世
居
天
竺
。
其
父
因
商
賈
移
于
交
阯
。
…
…
時
孫
権
称
制
江
左
、
而
未
有
仏
教
。

会
欲
運
流
大
法
、
乃
振
錫
東
遊
、
以
赤
烏
十
年
至
建
業
、
営
立
茅
茨
、
設
像
行
道
）」
と
あ

る
。

（
二
六

）
孫
呉
の
塼
室
墓
よ
り
、
仏
像
模
様
を
持
つ
青
瓷
鉄
絵
帯
蓋
盤
口
壺
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
小
林
仁
「
中
国
・
南
京
出
土
の
三
国
呉
の
青
瓷
鉄
絵
に
関
す
る
諸
問
題
」

（『
東
洋
陶
磁
』
三
八
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
呉
永
章
「
孫
呉
与
岭
南
関
係
述

略
」（『
江
海
学
刊
』
一
九
八
八
―
五
、
一
九
八
八
年
）
は
、
孫
呉
が
広
州
に
七
郡
、
交
州
に

八
郡
の
新
し
い
郡
を
置
い
た
こ
と
を
岭
南
地
方
発
展
の
契
機
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
陳
健
梅
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『
孫
呉
政
区
地
理
研
究
』（
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
八
年
）
も
参
照
。

（
二
七

）
桓
・
霊
之
末
、
韓
・
濊
彊
盛
、
郡
県
不
能
制
。
民
多
流
入
韓
国
。
建
安
中
、
公
孫
康
分
屯

有
県
以
南
荒
地
為
帯
方
郡
、
遣
公
孫
模
・
張
敞
等
、
収
集
遺
民
、
興
兵
伐
韓
・
濊
。
旧
民
稍

出
、
是
後
、
倭
・
韓
遂
属
帯
方
（『
三
国
志
』
巻
三
十

東
夷
伝
）。

（
二
八

）
岡
村
秀
典
『
三
角
縁
神
獣
鏡
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）。

（
二
九

）
公
孫
氏
の
遼
東
支
配
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
「
親
魏
倭
王
冊
封
に
至
る
東
ア
ジ
ア
の
情

勢
」（『
古
代
史
論
叢
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ

ア
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
に
所
収
）
を
参
照
。
な
お
、
黎
虎
「
孫
権
対
遼

東
的
経
略
」（『
魏
晉
南
北
朝
史
論
』
学
苑
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
も
あ
る
。

（
三
〇

）
故
魏
使
持
節
・
車
騎
将
軍
・
遼
東
太
守
・
平
楽
侯
。
…
…
雖
昔
竇
融
背
棄
隴
右
、
卒
占
河

西
、
以
定
光
武
。
休
名
美
実
、
豈
復
是
過
。
欽
嘉
雅
尚
、
朕
実
欣
之
。
…
…
今
以
幽
・
青
二

州
十
七
郡
百
七
十
県
、
封
君
為
燕
王
。
…
…
方
有
戎
事
、
典
統
兵
馬
、
以
大
将
軍
曲
蓋
麾
幢
。

督
幽
州
・
青
州
牧
、
遼
東
太
守
如
故
。
今
加
君
九
錫
、
其
敬
聴
後
命
。
…
…
（『
三
国
志
』

巻
四
十
七

呉
主
伝
注
引
『
江
表
伝
』）。

（
三
一

）（
赤
烏
）
二
年
春
三
月
、
遣
使
者
羊
衜
・
鄭
冑
、
将
軍
孫
怡
之
遼
東
、
撃
魏
守
将
張
持
・

高
慮
等
、
虜
得
男
女
（『
三
国
志
』
巻
四
十
七

呉
主
伝
）。
な
お
、「
使
者
羊
衜
」
を
『
資
治

通
鑑
』
巻
七
十
四

魏
紀
六
は
「
督
軍
使
者
羊
衜
」
に
つ
く
る
。『
資
治
通
鑑
』
の
表
記
が
正

確
で
あ
る
。

（
三
二

）（
秦
）
旦﹑

（
黄
）
疆
、
別
数
日
、
得
達
句
驪
。
因
宣
詔
於
句
驪
王
宮
及
其
主
簿
、
詔
言
、

有
賜
為
遼
東
所
攻
奪
。
宮
等
大
喜
、
即
受
詔
、
命
使
人
、
随
旦
還
迎
（
張
）
羣
・（
杜
）
徳
。

其
年
、
宮
遣
皂
衣
二
十
五
人
、
送
旦
等
還
、
奉
表
称
臣
、
貢
貂
皮
千
枚
、
鶡
雞
皮
十
具
。
旦

等
見
権
、
悲
喜
不
能
自
勝
。
権
義
之
、
皆
拝
校
尉
。
閒
一
年
、
遣
使
者
謝
宏
・
中
書
陳
恂
、

拝
宮
為
単
于
、
加
賜
衣
物
珍
宝
（『
三
国
志
』
巻
四
十
七

呉
主
伝
注
引
『
呉
書
』）。

（
三
三

）
菊
地
大
「
孫
呉
政
権
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
」（『
駿
台
史
学
』
一
一
六
、
二
〇
〇
二
年
）

は
、「
呉
が
高
句
麗
に
「
単
于
」
号
を
用
意
し
た
意
図
と
し
て
、
何
よ
り
も
「
燕
王
」
号
を

与
え
た
公
孫
氏
よ
り
も
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
、
遊
牧
号
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
「
単
于
」
を

通
じ
て
馬
の
確
保
を
容
易
に
し
た
い
こ
と
、
な
と
が
推
定
で
き
る
」
と
す
る
が
、
国
際
秩
序

を
理
解
し
て
い
な
い
見
解
で
あ
る
。

（
三
四

）『
三
国
志
』
巻
三
十

東
夷
伝
に
は
、「
景
初
二
年
」
に
つ
く
る
が
、「
景
初
三
年
」
の
誤
り

で
あ
る
こ
と
は
、
注
（
三
）
所
掲
渡
邉
著
書
を
参
照
。

（
三
五

）
高
句
麗
征
討
に
つ
い
て
は
、
和
田
清
「
魏
の
東
方
経
略
と
扶
余
城
の
問
題
―
高
句
麗
に
関

す
る
二
征
戦｣
(

『
東
洋
学
報
』
三
二
、
一
九
五
〇
年
）、
池
内
宏
「
曹
魏
の
東
方
経
略
」

（『
満
鮮
史
研
究
』
上
世
編
、
祖
国
社
、
一
九
五
一
年
）
を
参
照
。

（
三
六

）
権
欲
遣
偏
師
取
夷
州
及
朱
崖
、
皆
以
諮
遜
。
遜
上
疏
曰
、
臣
愚
以
為
、
四
海
未
定
、
当
須

民
力
、
以
済
時
務
。
今
兵
興
歴
年
、
見
衆
損
減
。
陛
下
憂
労
聖
慮
、
忘
寝
与
食
、
将
遠
規
夷

州
、
以
定
大
事
。
…
…
又
珠
崖
絶
険
、
民
猶
禽
獣
。
得
其
民
不
足
済
事
。
無
其
兵
不
足
虧
衆
、

今
江
東
見
衆
、
自
足
図
事
（『
三
国
志
』
巻
五
十
八

陸
遜
伝
）。

（
三
七

）
市
村
瓚
次
郎
「
唐
以
前
の
福
建
及
び
台
湾
に
就
い
て
」（『
東
洋
学
報
』
八
―
一
、
一
九
一

八
年
、『
支
那
史
研
究
』
春
秋
社
松
柏
館
、
一
九
三
九
年
に
所
収
）。

（
三
八

）
原
田
淑
人
「
徐
福
の
東
海
に
仙
薬
を
求
め
た
話
」（『M

u
s
e
u
m

』
八
四
、
一
九
五
八
年
、

『
東
亜
古
文
化
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
に
所
収
）、
王
仲
犖
『
魏
晉
南
北
朝

史
』
上
冊
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
七
一
年
）、
葉
哲
明
「
東
呉
的
海
外
拓
展
和
衛
温
・

諸
葛
直
従
章
安
出
使
台
湾
考
略
」（『
台
州
師
専
学
報
』
一
九
八
一
―
二
、
一
九
八
一
年
）、

張
崇
根
「
三
国
孫
呉
経
営
台
湾
考
」（『
安
徽
大
学
学
報
』
一
九
八
一
―
一
、
一
九
八
一
年
）

な
ど
多
く
の
研
究
が
夷
州
を
台
湾
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
梁
嘉
彬
「
呉
志
孫
権
伝
夷
州
亶

州
考
証
」（『
大
陸
雑
誌
』
四
七
―
一
、
一
九
七
三
年
）
が
夷
州
を
琉
球
と
す
る
な
ど
異
説
は

あ
る
。

（
三
九

）（
黄
龍
）
二
年
、
春
正
月
、
…
…
遣
将
軍
衛
温
・
諸
葛
直
、
将
甲
士
万
人
浮
海
、
求
夷
洲

及
亶
洲
。
亶
洲
在
海
中
。
長
老
伝
言
、
秦
始
皇
帝
、
遣
方
士
徐
福
、
将
童
男
・
童
女
数
千
人

入
海
、
求
蓬
萊
神
山
及
仙
薬
、
止
此
洲
不
還
。
世
相
承
有
数
万
家
。
其
上
人
民
、
時
有
至
会

稽
貨
布
。
会
稽
東
県
人
、
海
行
亦
有
遭
風
、
流
移
至
亶
洲
者
。
所
在
絶
遠
、
卒
不
可
得
至
。

但
得
夷
洲
数
千
人
還
。
…
…
衛
温
・
諸
葛
直
、
皆
以
詔
無
功
、
下
獄
死
（『
三
国
志
』
巻
四

十
七

呉
主
伝
）。

（
四
〇

）『
三
国
志
』
巻
六
十

全
琮
伝
に
、「
初
め
〈
孫
〉
権
、
将
に
珠
崖
及
び
夷
州
を
囲
ま
ん
と

し
て
、
皆

先
に
〈
全
〉
琮
に
問
ふ
（
初
〈
孫
〉
権
、
将
囲
珠
崖
及
夷
州
、
皆
先
問
〈
全
〉

琮
）」
と
あ
る
。

（
四
一

）
も
ち
ろ
ん
、『
三
国
志
』
巻
六
十

全
琮
伝
に
、「
軍

行
く
こ
と
歳
を
経
、
士
衆

疾
疫
し

て
、
死
す
る
者

十
に
八
九
有
り
、
権

深
く
之
を
悔
む
（
軍
行
経
歳
、
士
衆
疾
疫
、
死
者
十

有
八
九
、
権
深
悔
之
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
遠
征
に
よ
り
多
く
の
将
士
を
失
っ
た
こ
と
が
、

処
刑
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
。

（
四
二

）
注
（
三
七

）
所
掲
市
村
論
文
に
よ
れ
ば
、
呉
の
孫
権
の
征
し
た
夷
州
を
日
本
と
す
る
こ
と
は
、

明
の
太
祖
の
御
製
文
集
に
始
ま
り
、
夷
州
・
亶
州
を
日
本
と
す
る
こ
と
は
、
陳
仁
錫
の
皇
明
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世
録
に
定
ま
っ
た
と
い
う
。
徐
徳
麟
『
三
国
志
講
話
』（
羣
聨
出
版
社
、
一
九
五
五
年
）
も
、

亶
州
を
日
本
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
異
説
は
あ
り
、
汪
向
栄
・
夏
応
元
（
編
）『
中
日

関
係
史
資
料
彙
編
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
は
済
州
島
、
内
田
吟
風
「
古
代
ア

ジ
ア
海
上
交
通
考
」（『
江
上
波
夫
教
授
古
稀
記
念
論
集

民
族
・
文
化
篇
』（
山
川
出
版
社
、

一
九
七
七
年
）
な
ど
は
ル
ソ
ン
島
、
許
永
璋
「
亶
州
新
探
」（『
中
国
史
研
究
』
一
九
九
七
―

一
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
群
島
を
亶
州
と
し
て
い
る
。

（
四
三

）
①
会
稽
海
外
有
東
鯷
人
。
分
為
二
十
余
国
。
②
又
有
夷
洲
及
澶
洲
。
伝
言
、
秦
始
皇
、
遣

方
士
徐
福
、
将
童
男
女
数
千
人
入
海
、
求
蓬
萊
神
仙
不
得
。
徐
福
畏
誅
、
不
敢
還
、
遂
止
此

洲
。
世
世
相
承
、
有
数
万
家
。
人
民
、
時
至
会
稽
市
。
会
稽
東
冶
県
人
、
有
入
海
行
遭
風
、

流
移
至
澶
洲
者
。
所
在
絶
遠
、
不
可
往
来
（『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
五

東
夷
伝
）
。
①
の
典

拠
と
な
っ
た
『
漢
書
』
巻
二
十
八
下

地
理
志
下
に
は
、「
会
稽
の
海
外
に
東
鯷
人
有
り
。
分

か
れ
て
二
十
余
国
と
為
る
。
歳
時
を
以
て
来
り
献
見
す
と
し
か
云
ふ
（
会
稽
海
外
有
東
鯷
人
、

分
為
二
十
余
国
、
以
歳
時
来
献
見
云
）」
と
あ
る
。

（
四
四

）
白
鳥
庫
吉
「
隋
書
の
流
求
国
の
言
語
に
つ
い
て
」（『
民
族
学
研
究
』
一
―
三
、
一
九
二
五

年
、『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
に
所
収
）
は
、
方
角
と
音
の

類
似
に
よ
り
「
亶
洲
」
を
種
子
島
と
し
、
注
（
三
二

）
所
掲
菊
地
論
文
も
同
様
の
見
解
を
取
る
。

（
四
五

）
手
塚
隆
義
「
孫
権
の
夷
洲
・
亶
洲
遠
征
に
つ
い
て
」（『
史
苑
』
二
九
―
三
、
一
九
六
九

年
）
は
、「
亶
洲
」
を
漢
代
よ
り
王
に
奉
ぜ
ら
れ
て
い
た
倭
と
考
え
、
孫
権
は
倭
と
結
ん
で
、

魏
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
、
と
し
て
い
る
。
首
肯
し
得
る
見
解
で
あ
る
。

（
四
六

）
王
仲
殊
「
関
于
日
本
三
角
縁
神
獣
鏡
的
問
題
」（『
考
古
』
一
九
八
一
―
四
、
一
九
八
一

年
）。
な
お
、
王
仲
殊
「
日
本
三
角
縁
神
獣
鏡
綜
論
」（『
考
古
』
一
九
八
四
―
五
、
一
九
八

四
年
）、
王
仲
殊
「
論
日
本

仿
制
三
角
縁
神
獣
鏡

的
性
質
以
及
与
所
谓

舶
載
三
角
縁

神
獣
鏡

的
関
係
」（『
考
古
』
二
〇
〇
〇
―
一
、
二
〇
〇
〇
年
）、
上
野
祥
史
「
赤
烏
年
前

後
の
呉
鏡
の
製
作
動
向
─
泉
屋
博
古
館
所
蔵
の
赤
烏
元
年
銘
対
置
式
神
獣
鏡
の
位
置
づ
け
」

（『
泉
屋
博
古
館
紀
要
』
二
三
、
二
〇
〇
七
年
）
も
参
照
。
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